
Ⅳ.保存管理計画

1.基本方針

稲荷ࡣ麓ࠊ一方ࡿす手を加え居城城山ࡢ中世山城ࠊࡣ鹿児島。鶴丸㸧城跡ࠉ

ᕝࠊ甲突ᕝを南北ࡢ境しࠊそࡢ中央部本丸・之丸・御厩࡛館を整えࠊ錦江湾

築地を整備ࡣ湊ࡿ࡞交易拠点ࡢ琉球国ࠊ役所を配しࡢ各種ࡣ位置ࡃ⥆

したࠋさࡽ中世ࡃ⥆ࡽ地方統治外城制を残し御内城㸦内城㸧ࡢ外衛す࡞ࡿ

ࠋい惣構え࡛あった࡞ࡢ類例ࡣ城郭ࡢ中・近世ࡢ日本ࠊ

石垣࡛囲う屋形造本丸୕方を堀ࠊࡀい࡞い࡚ࢀࡽ造ࡣ櫓࡞天守や重層ࡣ内城ࠉ

鹿児うࡼた述ࡶし前章Ϫ-5࡛しࠋࡿい構造࡛あ࡞少ࡢ例ࡣ城ࡢ南九ᕞࡣࡾ

島㸦鶴丸㸧城跡ࡢ保存管理際し࡚ࠊࡣ様々࡞課題を抱え࡚いࡿこࡶ実࡛あ

⥅ࡁ引ࡾ本質的価値を守ࠊしࡽ実像を明ࡢ鹿児島㸦鶴丸㸧城跡ࠊࡵたࡢこࠋࡿ

ࠋ示す方針を以ୗࡃࡿ࡞核࡛ୖࡿ保存管理を実施すࡵたࡄ

1.鹿児島㸦鶴丸㸧城跡ࡢ特色ࡽ࡞び本質的価値をࡼく保存しࠊ広く公開活

用すࠋࡿ

2.遺構ࡢ保存顕在化努ࠊࡵ城跡ࡢ特色ࡀ一層伝わࡿ整備を目指すࠋ

3.歴史遺産し࡚本来ࡢ姿࡛保存すࡿこ努ࠊࡵ歴史的建造物や遺構ࡢ復

元整備を進ࡿࡵあたࠊࡣ࡚ࡗ調査ࡽ得ࢀࡽた史実を踏ࡲえࠋࡿ

4.鹿児島㸦鶴丸㸧城跡ࡢ指定範囲ࡢ拡大ࡘい࡚ࠊࡣ遺構等ࡢ残存状況を見

ࠋࡿを検討すࡳ組ࡾ取ࡢ指定へ将来的ࠊࡽࡀ࡞

5.上記項目ࡢ実施向け࡚ࠊ鹿児島㸦鶴丸㸧城跡ࡢ保存・活用ࡢたࡢࡵ将来

像を計画すࠋࡿ鹿児島㸦鶴丸㸧城ࡢ保存整備や復元ࡢ際ࠊࡣ城跡ࡢࡢ時

期ࡢ姿すࡿを定ࠋࡿࡵ

6.鹿児島㸦鶴丸㸧城ࡢ保存管理・整備活用࠾い࡚ࠊࡣ城ࡢ調査研究を長期

的࡞展望を࡚ࡗࡶ組織的ࡘ⥅⥆的実施しࠊそࡢ成果基࡙ࠊࡁ県民・

市民・地域住民ࡢ積極的࡞参加そࡢ仕組࡙ࡳくࡾをࠊさࡽ市民・学識

者・企業・行政ࡿࡼ協働ࡢ体制࡙くࡾを検討すࠋࡿ

7.鹿児島㸦鶴丸㸧城跡ࡢ範囲を明確しࠊ常新た࡞情報を発信しࠊࡘࡘ広

く来訪者や県民・市民親しࡳ理解ࡀ得ࡿࢀࡽ保存・活用策を充実し࡚

いくࠋ

  以ୖࡢ方針基࡙ࡁ以ୗϫ章ࡽ࡞びϬ章ࡢ検討を行うࠋ
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山城屋形㸦居館㸧ࠉࠉS「」米軍撮影。部分)  。国土地理院所蔵㸧ࠉ屋形ࡢ充実ࠉ

島津御本丸前面景ࠖ㸦鹿児島県立図書館所蔵㸧ࠕࠉࠉࠉ

 本丸ࡢ石垣に遺ࡿ歴史痕跡

         

 探勝園ࡢ電信使用記念碑

         

「.史跡ࡢ本質的価値構成要素

1㸧史跡ࡢ本質的価値

慶長6年頃㸦1601㸧にࡢ合戦直後ࡢ関ヶ原ࡀ初代藩主家久ࠊࡣ鹿児島㸦鶴丸㸧城ࠉ

築城を開始ࠊࡋ十数年を経た慶長ᮎ年頃におよそࡢ完成をࡳたとさࠋࡿࢀ家久ࡣ築

城にあたࠊࡾ貴久をࡌࡣめ歴代ࡢ島津家当主ࡀ関心を持ࡗていた城山にᮏ丸・二之

丸を置ࠊࡁ麓に屋形を整えたࠋこࡢ城ࡢᮏ質的価値にࡘいてࠊ以ୗにࡲとめࠋࡿ

㸦1㸧城ࡢ成ࡾ立ち構成

ࠉࠋࡿ立っ࡚いࡾ成ࡽ屋形㸦居館㸧ࡢ麓山城ࡢ城山ࠊࡣ鹿児島㸦鶴丸㸧城ࠉ

㸦「㸧屋形㸦居館㸧ࡢ充実海外交易

造士館や演武ࠊ文化的施設ࡢ能舞台等ࠊ探勝園や花園ࠊ徐々に充実しࡣ屋形ࠉ

館ࠊ開成所等ࡢ人材育成施設ࡀ整いࠊ琉球。琉球館)ࢆ窓口した海外交易も盛ࢇ

࡛あったࠋ

㸦」㸧日本ࡢ近代化に࠾けࡿ殖産興業歴史痕跡

先ࠊ実験施設や電信等ࡢ理化学ࡿ近代化産業施設࡛あࠊࡣ11代藩主島津斉彬・ࠉ

見性にあふࢀた施設ࢆ整備し࡚いたࠋ

ࠉࡽ見ࡀ弾痕跡ࡿࢀ思わࡢもࡢ西南戦争時ࡣ一部にࡢ石垣ࡢ本丸・御厩等・ࠉ

ࠋࡿ遺っ࡚いࡀ堡塁や胸壁等ࡣ城山にࠊࢀ

ࠉࠉ

ࠉ

 

 以ୖࡢようにࠊ鹿児島㸦鶴丸㸧城跡ࡢᮏ質的価値をࡲとめࠊ

こࡢ価値を護ࠊࡾあࡿいࡣ広く普及啓発を進めࠋࡿ
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表Ⅳ-1　構成要素一覧表

構　成 内　容

構  成  要  素
本 質 的 価 値

1）城の成り立ちと構成

　　鹿児島（鶴丸）城は、

　城山の山城と麓の屋形　

　（居館）から成り立って

　いる。

　

2）屋形(居館)の充実と海外

交易

　屋形は徐々に充実し、

探勝園や花園、能舞台等

の文化的施設、造士館や

演武館、開成所等の人材

育成施設が整い、琉球

(琉球館)を窓口とした海

外交易も盛んであった。

3）日本の近代化における殖

産興業と歴史痕跡

　11代藩主島津斉彬は、

近代化産業施設である理

化学の実験施設や電信

等、先見性にあふれた施

設を整備していた。また

本丸・御厩等の石垣の一

部には西南戦争時のもの

と思われる弾痕跡が見ら

れ、城山には堡塁や胸壁

等が遺っている。

＜城山＞

　近世初頭の山城

・対象は山城全体で大規模な土塁や

空堀、城山曲輪及び大手口、搦手

口（新照院口）等が確認される。

・名山堀を隔て、鹿児島湊（築地）をも

つ、琉球交易や離島との交通拠点

・薩摩藩が江戸時代後期に設立した藩校で、

西郷隆盛や大久保利通を輩出した。

・西南戦争時の弾痕が石垣の表面に遺って

おり、当時を物語る重要な遺構である。

・鎖国時代に、海外との交易口として

鹿児島（琉球）、長崎、対馬、松前

の四つの口の一つとなる湊及び築地

を城周辺に整備していた。

<歴史痕跡＞

・本丸、御厩の石垣

・御楼門前の石畳

＜交易拠点＞

・築地

・琉球館

・唐物方

＜屋形の充実＞

・御厩、その他(役所丸)

・探勝園、花園

  ＜文化的施設＞
・二之丸庭園

(・仙巌園）

    ＜人材育成施設＞

　・造士館、演武館、開成所

  ＜近代化産業施設＞

 ・耐圧式水道施設

 

・桜島や錦江湾を借景とした雄大な造り

と、繊細な池泉回遊式庭園で国の名勝と

もなっている。

・鹿児島城跡の北西に3.0kmの冷水より水

道を引き、鹿児島城下にも分水した。

・明治日本の産業革命遺産の構成資産とし

て、世界文化遺産となっているものの前

段階のものがある。

2）鹿児島(鶴丸）城跡の本質的価値の構成要素

　鹿児島（鶴丸）城跡の本質的価値と価値の構成要素と内容を下表にまとめる。

＜本丸＞
＜二之丸・御厩

　　・その他(役所丸)＞

　近世平城

・琉球館が備えられ、琉球との貿易が

行われていた、江戸期海外に開かれ

た四つの口の一つであった。

・石垣は、溶結凝灰岩による精緻な算木と

築石で構築されている。

・堀内の石垣基礎部分には、胴木や丸太杭

を入れ、基礎の安定化を図っている。

・堀は本丸の三方に廻らせ城山からの湧水

を水源としている。

・橋は、築城当時は木橋であり、文化7

年（1810）に石橋に架け替えている。

・本丸、二之丸、御厩

　の石垣と堀

・御楼門や北御門の橋

・御楼門礎石

・御角櫓や多門櫓の礎石

・本丸御庭
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構　成 内　容

構  成  要  素

城

山

・

本

丸

・

二

之

丸

・

御

厩

・

そ

の

他

範

囲

表Ⅳ-2　施設一覧表

現代的࡞利用関する施設

㸦主公共施設㸧

 (城山㸧

࣭公園等ࡢ利用施設

㸦本丸・二之丸・御厩㸧

࣭公共建物施設等

㸦その他役所丸・築地㸧

園路

展望台

休憩所

駐車場

石碑

黎明館

ᅗ書館

美術館

文学館

駐車場

་療センタ࣮

鹿児島市役所

名山小学校

都市公園

中央公民館

県政資料館

県民交流センタ࣮

࣭城山自然遊歩道㸦M23年開設㸧

࣭城山展望台㸦M23年開設㸧

࣭県立歴史資料センタ 㸦࣮S58年開館㸧

࣭県立ᅗ書館㸦S55年開館㸧

࣭市立美術館㸦S60年開館㸧

࣭近代文学館㸦H10年開館㸧

࣭西郷隆盛像

࣭薩摩義士碑

࣭照国神社

࣭探勝園㸦島津三公像㸧

࣭登録有形文化財

࣭外周ࡢ石塀

࣭中央公園ࡢ演武館ࠊ造士館碑

公園ࡾ大通࡞ࡳ࣭

࣭登録有形文化財

3㸧鹿児島㸦鶴丸㸧城跡の現代的࡞利用関する施設等

 天保ࡢ絵ᅗ見ࡿ役所丸ࡢ༊画ࠊࡣ現在ࡢ࡛ࡲ調査ࡽ大࡞ࡁ違い࡞ࡀいもࡢ

考えࠊࡣࡇࡢࡇࠋࡿࢀࡽ名山小学校周ᅖࡢ石垣ࡀそࡲࡲࡢ遺存し࡚いࡽࡇࡿ

も窺えࠋࡿ公共施設用地ࡢ外周部ࡣ༊画ࡈ造ࢀࡽた石垣や石塀ࡢ跡ࠊあࡿい

も多くあࡇࡿࢀࡉ調査࡛確認ࡢ輪郭を示す遺構も今後ࠊ雨落ちや側溝等ࡢ建物ࡣ

た施設及ࢀࡉ整備ࡽ利用࡞現代的ࠊࡽࡀ࡞遺構を尊重しࡢࡽࢀࡇࠋࡿࢀ思わࡿ

びそࡢ周辺࡛ࠊࡣ歴史的風致を意識したあࡾ方を目指しࠊ遺跡ࡢ共生をᅗࠋࡿ
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3.保存管理の方法

1㸧地区の選定

ࡢ周知ࠊ県指定史跡ࠊ国指定史跡ࠊࡣ範ᅖࡢ鹿児島。鶴丸㸧城跡ࡿけ࠾本計画ࠉ

埋蔵文化財包蔵地ࠊ未指定地࡞大別ࡢࡇࠋࡿࢀࡉたࠊࡵ地区区ศ㸦ᅗⅣ-2参

照㸧を行いࠊ地区ࡈ保存管理ࡢ方針や方法ࡘい࡚示ࠋࡍ

2㸧国指定の範囲㸦Ａ－①㸧

　取扱い方針

○現状

・鹿児島㸦鶴丸㸧城跡ࡢ中枢を占ࡿࡵ地区࡛あࠊࡶࡿ鹿児島城ࡢ本質的

価値を構成ࡿࡍ枢要࡞地区࡛あࠋࡿ

・国ࡢ天然記念物ࡢ範ᅖ࡛ࡶあࠋࡿ

○保存管理の基本方針

・現状保存を原則ࠋࡿࡍ

・管理団体࡛あࡿ鹿児島市ࡀ保存活用計画ࡢ策定準備を行ࠊࡾ࠾࡚ࡗ今回ࡣ必

要最小限ࡢ範ᅖ࠾い࡚ࠊ暫定的࡞取扱い方針ࠋࡿࡍ

○保存管理の具体的方法

・地ୗ遺構影響を及ぼࡍ行為ࡣ原則認࡞ࡵいࠋ

・史跡整備を目的ࡿࡍ場合ࠊ遺構ࡢ保全万全を期ࠊࡶࡍ史跡ࡢ景観

等配慮した内容ࠋࡿࡍ

・斜面崩落ࡢ࡞自然災害対し࡚ࠊࡣ関係部署連携し࡚防災ୖ必要࡞応急

措置をࠊࡾ速や復旧等ࡢ対策を講ࠋࡿࡎ

・城山公園ࡢ樹木ࡢ管理ࡣ鹿児島市城山公園保全計画ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡼ

○活用・運営に伴う管理

・空堀や土塁等ࡢ露出し࡚いࡿ遺構ࠊࡣ利用者ࡀ鹿児島㸦鶴丸㸧城跡へࡢ理解

ࠋࡿࡵ努う工夫ࡼࡿࢀࡽ得ࡀ

・地ୗ埋蔵࡚ࢀࡉいࡿ遺構やࠊ鹿児島㸦鶴丸㸧城時代以外ࡢ遺構等ࡘい࡚

ࠋࡿࡎ保護措置を講࡞適ษࡣ

・鹿児島㸦鶴丸㸧城全体ࡢ顕在化努ࡿࡵたࠊࡵ調査研究を組織的ࡘ⥅⥆

的実施しࠊそࡢ成果を県民ࠊ市民ࠊ地域住民へ還元ࠋࡿࡍ

ࠉ

ࠉ
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3㸧国指定範囲の隣接地㸦Ａ－②㸧

埋蔵文化財包蔵地ࡢ周知ࠋࡿࡍ隣接地ࡢ裾野一帯を国指定範囲ࡢ城山及びそࠉ

ࠋࡴ山城跡ࠖを含ୖࠕ

取扱い方針

○現状

・鹿児島。鶴丸㸧城跡ࡢ中枢を占ࡿࡵ地区࡛あࠊࡶࡿ西南戦争ࡢ激戦地࡛

ࠋࡿあࡶ

・土地改変さ࡚ࢀいࠊࡀࡿ縁辺部ࡣ鹿児島㸦鶴丸㸧城時代ࡢ名残を残ࠋࡍ

○保存管理の基本方針

・現状保存ࡀ望ましいࠋ

○保存管理の具体的方法

・鹿児島㸦鶴丸㸧城関連ࡿࡍ遺構等ࡀ確認さࢀた場合ࠊそࡢ保護努ࡿࡵ

ࠋࡿࡍ追加指定を検討ࠊࡶ

・周知ࡢ埋蔵文化財包蔵地内࠾けࡿ諸開発行為ࠊࡣ文化財保護法ࡿࡼ手⥆

ࠋࡿࡍ従い実施ࡁ

・史跡整備を目的ࡿࡍ場合ࠊ遺構ࡢ保全万全を期ࠊࡶࡍ史跡ࡢ景観

等配慮した内容ࠋࡿࡍ

・斜面崩落ࡢ࡞自然災害対し࡚ࠊࡣ関係部署連携し࡚防災ୖ必要࡞応急

措置をࠊࡾ速や復旧等ࡢ対策を講ࠋࡿࡎ

・城山公園ࡢ樹木ࡢ管理ࠊࡣ鹿児島市城山公園保全計画ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡼ

○活用・運営に伴う管理

・残存し࡚いࡿ遺構つい࡚ࠊࡣ利用者鹿児島㸦鶴丸㸧城跡へࡢ理解ࡀ得ࡽ

ࠋࡿࡵ努う工夫ࡼࡿࢀ

・地ୗ埋蔵さ࡚ࢀいࡿ遺構やࠊ鹿児島城時代以外ࡢ遺構等つい࡚ࡣ文化財

保護法ࡾࡼ適切࡞保護措置を講ࠋࡿࡎ

・鹿児島㸦鶴丸㸧城全体ࡢ顕在化努ࡿࡵたࠊࡵ調査研究を組織的つ⥅⥆

的実施しࠊそࡢ成果を県民ࠊ市民ࠊ地域住民へ還元ࠋࡿࡍ

ࠉ
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4㸧県指定及び保全区域の範囲㸦Ｂ－①㸧

取扱い方針

○現状

・鹿児島。鶴丸㸧城跡ࡢ中枢を占ࡿࡵ地区࡛あࠊࡶࡿ西南戦争ࡢ激戦地࡛

ࠋࡿあࡶ

・背後国指定史跡及び天然記念物ࠕ城山ࠖࡀ位置ࠊࡀࡿࡍ本来両者ࡣ一体を

ࠋࡿあ࡛ࡢࡶࡍ࡞

・保全区域ࠊࡣ石垣等ࡾࡼ内側ࡢ一体࡞っ࡚保護ࡁࡍさࢀた範囲࡛ࠊ

本丸跡࡛ࡣ指定地ࡾࡼ内側15ｍࠊ御厩࡛ࡣ指定地ࡾࡼ内側」ｍࡢ範囲を指ࠋࡍ

・保全区域黎明館ࡢ間ࠊࡣ麒麟ࡢ間関連遺構や能舞台関連遺構等ࡀ遺存

ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ含当区域ࡶ一帯ࡢこࠊࡾ࠾࡚ࡋ

・樹木ࠊࡣ修景性や鑑賞目的࡛藩政期以降植栽さࢀたࠊࡢࡶ各種記念樹ࠊ後

世自生ࡋたࡢࡢࡶ」形態ࡢ植生࡛構成さ࡚ࢀいࠋࡿ

○保存管理の基本方針

・現状保存を原則ࠊࡋ計画的࡞保存を行うࠋ

・保全区域及びそࡢ周辺࠾い࡚ࠊ鹿児島㸦鶴丸㸧城時代ࡢ遺構等ࡀ遺存࡚ࡋ

いࡿ場合ࠊࡣ追加指定を目指ࠋࡿࡍࡢࡶࡍ

○保存管理の具体的方法

・地ୗ遺構影響を及ぼࡍ行Ⅽࡣ原則認࡞ࡵいࠋ

・史跡整備を目的ࡿࡍ場合ࠊ遺構ࡢ保全万全を期ࠊࡶࡍ史跡ࡢ景観

等配慮ࡋた内容ࠋࡿࡍ

・自然災害対ࠊࡣ࡚ࡋ関係部署連携࡚ࡋ防災ୖ必要࡞応急措置をࠊࡾ速

や復旧等ࡢ対策を講ࠋࡿࡎ

・保全区域࡛ࠊࡣ地ୗ遺構ࡢ残存状況を確認ࡿࡍ調査等を計画的実施ࠊࡋ遺

構ࡢ保護努ࠊࡽࡀ࡞ࡵ史跡ࡢ追加指定を目指ࠋࡍ

・石垣ࡢ劣化等ࡀ認ࡿࢀࡽࡵ場合ࠊࡣ総合的࡞調査を実施ࠊࡋ修復ࡢ必要性を

検討ࠊࡋ修復等ࡀ必要࡞場合ࠊࡣ藩政期石垣同等ࡢ素材を用いࠊ伝統的技

術・技法・工法基࡙ࡁ修理を行うࠋ

・石垣ࡢ変状・劣化ࡢ管理ࠊࡣ⥅⥆的࡞定Ⅼ観測日常ࡢ目視ࡿࡼ順応型管

理࡛対応ࠋࡿࡍ

・後世付加さࢀた石垣・石塀ࡣ撤去等を検討ࠊࡀࡿࡍ必要応࡚ࡌ明示や表

記等努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ

・樹木ࡢ管理ࠊࡣ歴史性配慮ࡋ遺構等ࡢ影響ࡀ生࡞ࡌいࡼう適切行

うࠋ
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○活用・運営に伴う管理

・遺構ࠊࡣ利用者ࡀ鹿児島。鶴丸㸧城跡ࡢ理解ࡀ得ࡼࡿࢀࡽう工夫努ࠋࡿࡵ

・地ୗ遺存し࡚いࡿ遺構やࠊ鹿児島㸦鶴丸㸧城時代以外ࡢ遺構等ࡘい࡚ࡣ

適切࡞保護措置を講ࠋࡿࡎ

・建造物等を復元ࡿࡍ場合ࠊࡣ文献調査や発掘調査等を実施࡞ࡿࡍし࡚歴史

的建造物ࡢ復元を目指ࠊࡶࡍ周辺城郭ࡢ比較検討を実施࡞ࡿࡍ総

合的検討し࡚実施ࠋࡿࡍ

・石垣表面ࡢ劣化を防止ࡿࡍたࠊࡵ定期的清掃・除草管理を行うࠋ

・鹿児島㸦鶴丸㸧城全体ࡢ顕在化努ࡿࡵたࠊࡵ調査研究を組織的ࡘ⥅⥆

的実施しࠊそࡢ成果を県民ࠊ市民ࠊ地域住民還元ࠋࡿࡍ

5㸧県指定範囲の隣接地㸦Ｂ－②㸧

い࡚ࡗ࡞本来国及び県指定ࠊ一帯࡛ࡴ公共施設を含ࡢ黎明館や県立ᅗ書館等ࠉ

ࠋࡿ土地࡛あࡁࡍ࡞一体を範ᅖࡿ

取扱い方針

○現状

・本来ࠊ鹿児島㸦鶴丸㸧城跡ࡢ中枢を占ࡿࡵ地区࡛あࠊࡾ県指定範ᅖࡢ隣接地

造士館・演武ࠕࠊ鹿児島㸦鶴丸㸧城跡ࠖࠕ埋蔵文化財包蔵地ࡢ周知ࠋࡿࡍ

館跡ࠖࠕࠊ名山遺跡ࠖࠕࠊ垂水・宮之城島津家屋敷跡ࠖ等を含ࠋࡴ

○保存管理の基本方針

・周知ࡢ埋蔵文化財包蔵地向け࡚取組を検討ࠋࡿࡍ

・現状保存ࡀ望ましいࠋ

○保存管理の具体的方法

・鹿児島㸦鶴丸㸧城関連ࡿࡍ遺構等ࡀ確認さࢀた場合ࠊ土地所有者等そࡢ

重要性ࡘい࡚理解を求ࠊࡵ保護努ࠊࡶࡿࡵ追加指定を検討ࠋࡿࡍ

・周知ࡢ埋蔵文化財包蔵地内࠾けࡿ諸開発行為ࠊࡣ文化財保護法ࡿࡼ手⥆

ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡼࡁ

・史跡整備を目的ࡿࡍ場合ࠊ遺構ࡢ保全万全を期ࠊࡶࡍ史跡ࡢ景観

等配慮した内容ࠋࡿࡍ

・自然災害対し࡚ࠊࡣ関係部署連携し࡚防災ୖ必要࡞応急措置をࠊࡾ速

や復旧等ࡢ対策を講ࠋࡿࡎ

○活用・運営に伴う管理

・遺存し࡚いࡿ遺構ࡘい࡚ࠊࡣ利用者鹿児島㸦鶴丸㸧城跡ࡢ理解ࡀ得ࡽ

ࠋࡿࡵ努う工夫ࡼࡿࢀ
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・地下残存࡚ࡋいࡿ遺構やࠊ鹿児島㸦鶴丸㸧城時代以外ࡢ遺構等ࡘい࡚ࡣ

文化財保護法ࡾࡼ適切࡞保護措置を講ࠋࡿࡎ

・建造物等を復元ࡿࡍ場合ࠊࡣ文献調査や発掘調査等を実施࡚ࡋ࡞ࡿࡍ歴史

的建造物ࡢ復元を目指ࠊࡶࡍ周辺城郭ࡢ比較検討を実施࡞ࡿࡍ総

合的検討࡚ࡋ実施ࠋࡿࡍ

・鹿児島㸦鶴丸㸧城全体ࡢ顕在化努ࡿࡵたࠊࡵ調査研究を組織的ࡘ⥅⥆

的実施ࠊࡋそࡢ成果を県民ࠊ市民ࠊ地域住民還元ࠋࡿࡍ

6㸧未指定区域㸦Ｃ㸧

埋ࡢ周知ࠊ現在ࠋࡿ範囲࡛あࡁࡿࢀ周知さ࡚ࡋ鹿児島㸦鶴丸㸧城域ࡣ本来ࠉ

蔵文化財包蔵地さࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀ公共施設をࡿࡍࡵࡌࡣ様々࡞施設ࡀ存在࡚ࡋ

いࠋࡿ周知ࡢ埋蔵文化財包蔵地ࡀࡢࡿࡍ望まࡋい範囲࡛あࠋࡿ

取扱い方針

○現状

・本来ࠊ鹿児島㸦鶴丸㸧城域࡛あࠊࡾ地ྡ࡚ࡋ残ྡࡿ山堀を含ࠋࡴ周知ࡢ埋

蔵文化財包蔵地隣接ࡀࡿࡍ法的࡞保護࡞ࡀさ࡚ࢀい࡞い区域ࠋ

○保存管理の基本方針

・鹿児島㸦鶴丸㸧城域࡛あࡿいう認識基࡙ࠊࡁ土地所有者等ࡢ理解を得࡞

ࠋࡿࡵ努うࡼࡿࡍ埋蔵文化財包蔵地ࡢ周知ࠊࡽࡀ

・現状保存ࡀ望まࡋいࠋ

○保存管理の具体的方法

・公共用地࠾けࡿ諸開発ࡾࡼ土地ࡢ掘削ࡀ行わࡿࢀ場合ࠊ事業主体協議

を実施ࠊࡋ遺構ࡢ残存状況を把握ࡼࡿࡍう努ࠋࡿࡵ

・民有地࠾けࡿ諸開発ࡾࡼ土地ࡢ掘削ࡀ行わࡿࢀ場合ࠊ土地所有者ࡢ理解

ࠋࡿࡵう努ࡼࡿࡍ残存状況を把握ࡢ遺構ࠊࡋ協議意を基ྠ

・鹿児島㸦鶴丸㸧城関連ࡿࡍ遺構等ࡀ確認さࢀた場合ࠊ周知ࡢ埋蔵文化財包

蔵地ࠊࡶࡿࡍ土地所有者等そࡢ重要性ࡘい࡚理解を求ࠊࡵ保護

ࠋࡿࡵ努

・鹿児島㸦鶴丸㸧城域࡛あࡿいう認識基࡙ࠊࡁ周辺ࡢ遺構ࡢ関連や文献

等ࡶ考慮ࠊࡽࡀ࡞ࡋ他ࡢ地区準࡚ࡌ取扱うࡼう努ࠋࡿࡵ

○活用・運営に伴う管理

・残存࡚ࡋいࡿ遺構ࡘい࡚ࠊࡣ利用者鹿児島。鶴丸㸧城跡ࡢ理解ࡀ得ࢀࡽ

ࠋࡿࡵ努う工夫ࡼࡿ

・鹿児島㸦鶴丸㸧城全体ࡢ顕在化努ࡿࡵたࠊࡵ調査研究を組織的ࡘ⥅⥆

的実施ࠊࡋそࡢ成果を県民ࠊ市民ࠊ地域住民還元ࠋࡿࡍ

- 103 -







4.現状変更の取扱方針及び基準

1）現状変更の取扱に関する基本的事項

国ࠊࡾあࡀ必要ࡿࡍく保存し管理࡞うこ࡞価値を損ࡢそࠊࡣた史跡ࢀ指定さࠉ

指定地内おい࡚ࠕࠊそࡢ現状を変更しࠊ又ࡣそࡢ保存影響を及ぼࡍ行為をし

県指ࠊࡀ許可ࡢ࡞文化庁長官ࡁ基࡙文化財保護法第1「5条ࡣ場合ࠖࡿࡍうࡼ

定地内おい࡚ࠕࠊそࡢ現状を変更しࠊ又ࡣそࡢ保存影響を及ぼࡍ行為をしࡼ

うࡣࠖࡁࡿࡍ県文化財保護条例第」4条基࡙ࠊࡁ教育委員会ࡢ許可ࡀ必要

ࠋࡿ࡞

ࡀ事項࡞し࡚多様行為ࡿ࡞必要ࡀ許可申請ࡢ現状変更ࠊおい࡚当該史跡ࠉ

想定さࠊࡀࡿࢀ指定区ศを問わࡎศ類ࠊࡿࡍおࡼそ以ୗࡢお࡛ࡾあࠋࡿ

除却ࡣ移転またࠊ改築ࠊ新築ࡢア.建築物ࠉ

除却ࡣ移転またࠊ改築ࠊ新築ࡢイ.工作物・土木構造物ࠉ

改変ࡢ地形ࡿࡼษ土㸧等ࠊ盛土ࠊ掘削ࡢウ.造成㸦土地ࠉ

植栽ࠊ伐採ࡢエ.木竹ࠉ

撤去ࠊ設置ࡢ地ୗ埋設物.࢜ࠉ

色彩変更ࡢ建築物・工作物等.࢝ࠉ

キ.発掘調査及び保存整備ࠉ

行為ࡍ影響を及ぼ保存ࡢ他史跡ࡢク.そࠉ

あࡀ必要ࡿࡍ価値を充ศ踏まえたうえ࡛検討し実施ࡢ史跡ࠊࡣ現状変更ࡢ以ୖࠉ

ࡢ市教育委員会ࠊ文化庁及び県教育委員会ࠊࡤࢀ国指定区域࡛あࡣ事業主体ࠊࡾ

関係機関協議をࠊ県指定区域࡛あࠊࡤࢀ県教育委員会及び市教育委員会協議

を行ったうえ࡛許可を受け࡞け࡞ࡽ࡞ࡤࢀいࠋ

ࡢࡶ࡞を実施㸦軽微࡞発掘調査ࡢ事前ࠊࡣ際し࡚地ୗ掘削を伴う現状変更ࠉ

措置を検ࡢࡵたࡿࡍ遺構を保存ࠊࡣた場合ࢀ確認さࡀ遺構࡞重要ࠊ立会い㸧しࡣ

討し࡚許可を得ࡿ必要ࡀあࠋࡿまたࠊ規模ࡢ大࡞ࡁ現状変更際し࡚ࠊࡣ学識経

験者࡛࡞構成さࡿࢀ委員会࡞意見を求ࠊ࡞ࡿࡵ学術調査や検討ࡢ結果を

踏まえたࡢࡶし࡚実施ࡿࡍこࡀ望まࠋࡿࢀ
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　࠙文化財保護法ࠚ

㸦現状変更等の制限及び原状回復の命令㸧

第百二十五条ࠉ史跡ྡ勝天然記念物関しそࡢ現状を変更しࠊ又ࡣそࡢ保存影響を及ぼ

現状ࠊしࡔࡓࠋい࡞ࡽ࡞ࡤࢀけ࡞許可を受けࡢ文化庁長官ࠊࡣࡁࡿࡍうࡼ行為をしࡍ

変更つい࡚ࡣ維持ࡢ措置又ࡣ非常災害ࡓࡢめ必要࡞応急措置を執ࡿ場合ࠊ保存影響

を及ぼࡍ行為つい࡚ࡣ影響ࡢ軽微࡛あࡿ場合ࠊࡣこࡢ限࡞࡛ࡾいࠋ

㸰ࠉ前項ࡔࡓし書規定ࡿࡍ維持ࡢ措置ࡢ範囲ࠊࡣ文部科学省令࡛定めࠋࡿ

㸱ࠉ第一項ࡢ規定ࡿࡼ許可を与えࡿ場合ࠊࡣ第四十三条第三項ࡢ規定をࠊ第一項ࡢ規

定ࡿࡼ許可を受けࡓ者ྠࠊࡣ条第四項ࡢ規定を準用ࠋࡿࡍ

㸲ࠉ第一項ࡢ規定ࡿࡼ処分ࠊࡣ第百十一条第一項ࡢ規定を準用ࠋࡿࡍ

㸳ࠉ第一項ࡢ許可を受けࡿこ࡞ࡁ࡛ࡀつࡓこࠊࡾࡼ又ࡣ第三項࡛準用ࡿࡍ第四十

三条第三項ࡢ許可ࡢ条件を付ࡓࢀࡽࡏこࡼつ࡚損失を受けࡓ者対し࡚ࠊࡣ国ࠊࡣ

そࡢ通常生ࡎべࡁ損失を補償ࠋࡿࡍ

㸴ࠉ前項ࡢ場合ࠊࡣ第四十一条第二項ࡽ第四項ま࡛ࡢ規定を準用ࠋࡿࡍ

㸵ࠉ第一項ࡢ規定ࡿࡼ許可を受けࠊࡎ又ࡣ第三項࡛準用ࡿࡍ第四十三条第三項ࡢ規定

影保存ࡢそࡣ又ࠊ現状を変更しࡢ史跡ྡ勝天然記念物ࠊい࡛࡞従わ条件ࡢ許可ࡿࡼ

響を及ぼࡍ行為をしࡓ者対し࡚ࠊࡣ文化庁長官ࠊࡣ原状回復を命ࡿࡎこࠋࡿࡁ࡛ࡀ

こࡢ場合ࠊࡣ文化庁長官ࠊࡣ原状回復関し必要࡞指示をࡿࡍこࠋࡿࡁ࡛ࡀ

昭和25年5月30日法律第214号㸧ࠉ㸦文化庁ࠉࠉ    ࠉࠉ

　࠙県文化財保護条例ࠚ

㸦現状変更等の制限㸧

第34条ࠉ指定史跡ྡ勝天然記念物関しそࡢ現状を変更しࠊ又ࡣそࡢ保存影響を及ぼࡍ

行為をしࡼうࠊࡣࡁࡿࡍ教育委員会ࡢ許可を受け࡞け࡞ࡽ࡞ࡤࢀいࡔࡓࠋしࠊ現状変

更つい࡚ࡣ維持ࡢ措置又ࡣ非常災害ࡓࡢめ必要࡞応急措置を執ࡿ場合ࠊ保存影響を

及ぼࡍ行為つい࡚ࡣ影響ࡢ軽微࡛あࡿ場合ࠊࡣこࡢ限࡞࡛ࡾいࠋ

㸰ࠉ前項ࡔࡓし書規定ࡿࡍ維持ࡢ措置ࡢ範囲ࠊࡣ教育委員会規則࡛定めࠋࡿ

㸱ࠉ第1項ࡢ規定ࡿࡼ許可を与えࡿ場合ࠊࡣ第13条第3項及び第4項ࡢ規定を準用ࠋࡿࡍ

㸲ࠉ第1項ࡢ許可を受けࡿこ࡞ࡁ࡛ࡀつࡓこࠊࡾࡼ又ࡣ前項࠾い࡚準用ࡿࡍ第

13条第3項ࡢ許可ࡢ条件を付ࡓࢀࡽࡏこࡼつ࡚損失を受けࡓ者対し࡚ࠊࡣ県ࠊࡣそ

(昭50条例50・全改。ࠋࡿࡍ損失を補償ࡁべࡎ通常生ࡢ
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䠄文化庁長官の許可䠅

ձ国指定ྐ跡に対すࡿ現状変更の手続ࡁ

ղ県指定ྐ跡に対すࡿ現状変更の手続ࡁ

䠄市教育委員会の許可䠅

2㸧現状変更の手続ࡁ

市へ申請書提出 市へ申請書提出

県へ進達

文化庁へ進達

㸦国の審査㸧

市の審査

許可通知

㸦条件付ࡁ㸧ࡀ県へ

許可通知ࡀ市へ

ྑ௨外の現状変更

文化財保護法第125条に定めら

た、文化財保護法施行௧第㸳ࢀ

条第㸲項に基づく現状変更

鹿児島市と事前協議

㸦行為内容、許可区分、許可条件の確認等※㸧

許可書㸦条件付㸧ࡀ市ら

申請者へ

現状変更の着手

現状変更の終了

現状変更終了報告書を市へ提出

鹿児島市・県と事前協議

市へ申請書提出

県へ進達

内容審査

許可通知㸦条件付ࡁ㸧ࡀ市へ

許可書㸦条件付ࡁ㸧ࡀ市ら申請者へ

現状変更の着手

現状変更の終了

現状変更完了報告書を市へ提出

現状変更完了報告書を県へ提出

許可条件の履行

䠄市へ連絡の上、実施に

あた䜚指示を受け䜛こと䠅

䠄立会･調査等䠅

20日以内

䠄連絡・指示等䠅

䠎

～

䠏

～

䠐

ヶ

月

䠎

週

間

程

度

～

䠏

䠎

ヶ

月

程

度

鹿児島市教育ࠊࡣ事前協議を行う窓口ࠉ※

委員会文化財課࡛あるࠋ

する場う࠾実際に建築行為等を行ࠉࠉࠉ

合ࡢ事前協議ࠊࡣ申請ら許可ま࡛ࡢ

期間現状変更行為ࡢ内容を考慮しࠊ

計画段階࡛実施する必要ࡀあるࠋ 
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城 山 ・ 本 丸 ・ 御 厩 内 の 指 定 地 ゾ ー ン

イ.工作物・

  土木構造物  新築、改築

　　　　　　　

　　　　　　 移転または除却

表Ⅳ-3　現状変更の取扱基準

方針・基準

区域区分

現

状

変

更

等

の

規

制

基　準

ア.建築物   新築、改築

　　　　　 移転、または除却

概　要

方　針

国・県の史跡指定地

現状維持

史跡の本質的価値を構成する主要な遺構や、普及啓発施設等が

整備されている。

原則として史跡の調査研究・保存管理・整備活用に資するもの、

及び防災等の緊急を要する場合の措置以外は認めない。

天然記念物に係る取扱いは、鹿児島市城山公園保全計画による。

保存管理・整備活用に資するもの及び防災上必要なもの以外は認

めない。

原則認めない。ただし、史跡の復元整備及び城山の植生保護に

伴う現状変更については、石垣及び遺構を損傷する恐れがない

ものに限り認める。

保存管理・整備活用に資するもの及び防災上必要なもので、遺構

等に及ぼす影響がない、若しくは軽微であるもの以外は認めない。

不要になった工作物は、遺構に影響を及ぼさないことを確認した

うえで認める。

不要になった建築物は、遺構に影響を及ぼさないことを確認した

うえで認める。

枯死したもの及び遺構保護、防災、植生保護、景観保全上必要と

認められる場合は、遺構を損傷する恐れがないものに限り認める。

原則認めない。ただし、史跡の保存管理・防災上必要な場合のみ

遺構の保護を前提に可能とする。

史跡の本質的価値を損なうことなく、周辺環境と調和のとれるも

のに限り認める。

原則認めない。ただし、遺構に及ぼす影響がない若しくは軽微な

変更または発掘調査・防災上必要な場合、史跡の復元整備に伴う

変更についてはこの限りでない。

保存管理・整備活用に資するものあるいは防災上必要なもので、遺

構等に及ぼす影響がない若しくは軽微であるもの以外は認めない。

保存管理・整備活用上必要な場合に限り、最小限の範囲で認める。

3）現状変更の取扱基準

　城山（国指定史跡）・本丸・御厩（県指定史跡）部分における現状変更の取扱基準を

下表にまとめる。

ク.その他史跡の保存に影響を

　 及ぼす行為

ウ.造成(土地の掘削、盛土、切土）

　　等による地形の改変

エ.木竹
             伐採

　　　　     植栽

オ.地下埋設物の設置、撤去

　カ.建築物・工作物等の色彩変更

キ.発掘調査及び保存整備
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